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常位胎盤早期剥離とは
　常位胎盤早期剥離とは、まれに赤ちゃんがお腹の中にいる間に、胎盤が子
宮から剥がれることをいいます。赤ちゃんは胎盤を介してお母さんから酸素
や栄養を受けているため、胎盤が先に剥がれると酸素が不足し、脳性麻痺な
どの障害が残ることや死亡することがあります。また、お母さんが重篤な状
態となることもあります。そのため、大至急の対応が必要です。

産科医療補償制度において、脳性麻痺の原因分析を行った７９件のうち、常位胎盤早期剥離を認めた事例が２０件あ
り、その中に自宅で変調を認識した事例が１４件ありました。同じような事例の再発防止を図るために、いつもと違う
症状があるときは、できるだけ早く分娩機関に連絡し受診することが重要です。このため、再発防止委員会では常位
胎盤早期剥離について取り上げ、妊産婦の皆様に心がけていただきたいことを取りまとめました。
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常位胎盤早期剥離ってなに？
妊産婦の皆様へ

どんな症状？
　腹痛やお腹の張り、性器出血な
どは、切迫早産の徴候、また陣痛や
おしるしなどの分娩の徴候と判別が
困難なことがあります。
　しかし、急な腹痛、持続的な痛み、
多めの出血などは常位胎盤早期
剥離が疑われます。
　代表的な症状がみられなくても、
いつもと違う症状があり、判断に困
るときは、我慢せずに分娩機関に相
談しましょう。談
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産科医療補償制度 再発防止委員会からの提言

こんな時は
相談しましょう！
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産科医療補償制度 再発防止委員会からの提言

常位胎盤早期剥離になりやすい危険因子は？
　妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離の既往、切迫早産、腹部の外傷、喫煙などの危険因子に該当する場
合、常位胎盤早期剥離を発症しやすくなります。

本制度の詳細および本報告書につきましては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/）をご参照ください。

予防や早期発見のためには・・・

以下のような自己管理を心がけましょう！

「強い頭痛が続く」「目がちかちかする」などの症状がある場合は注意しましょう。
予防のためには、睡眠や休養を十分にとり、過労をさけ、また毎日の食事は望まし
い体重増加になるようバランスのとれた内容とし、塩分はうすくすることを心が
けましょう。

妊娠中の喫煙は、切迫早産や常位胎盤早期剥離を起こしやすくし、胎児の発育に
悪影響を与えます。より安全な妊娠や分娩のためにも、お母さん自身の喫煙はも
ちろんのこと、周囲の人も、お母さんのそばでの喫煙はやめましょう。

喫　煙

安静や薬の内服などの指示が出されます。しかし、自己判断による内服は、常位
胎盤早期剥離などの症状が隠される恐れがあるため、いつもと違う症状があると
きは、まず分娩機関に相談しましょう。

切迫早産

妊娠中に腹部の外傷を受けたときは、一定期間の観察が必要なことがあるため、
まず分娩機関に相談しましょう。腹部の外傷

常位胎盤早期
剥離の既往

以前の妊娠で常位胎盤早期剥離の既往がある場合、必ず妊婦健診で主治医に相
談しましょう。

妊娠高血圧
症候群

※なお、これらの危険因子に該当しない場合でも発症することがありますので、注意してください。

※産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とそのご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じ
ような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。この提言に関する内
容は、「第２回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書」のテーマに沿った分析の中の「常位胎盤早期剥離の保健指導について」および「再発防止委員会からの提言
（掲示用)」に記載されております。

　妊婦健診をきっかけに、上記
のような異常が見つかることが
あります。特に気にかかること
がなくても、適切な時期や間隔
で妊婦健診を受け、また専門家
の保健指導を受けましょう。

望ましいとされている妊婦健診の受診時期
妊娠初期より妊娠23週（第6月末）まで
妊娠24週（第7月）より妊娠35週（第9月末）まで
妊娠36週（第10月）以降分娩まで
出典：「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」

（平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知）

4週間に1回
2週間に1回
1週間に1回


